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(1.47) 
43.25 
(1.47) 
43.25 
(1.47) 
43.25 
(1.47) 

41.416 

1.96 
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掛　金 負担金
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2.1 

2.1 

2.1 
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－

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 
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110.17 
111.94 
110.17 
111.94 
110.17 
111.94 
110.17 
111.94 
110.17 
111.94 
110.17 
111.94 

－

75.77 
77.54 
75.77 
77.54 
75.77 
77.54 
75.77 
77.54 
75.77 
77.54 
75.77 
77.54 

－

4.32 

4.32 

4.32 

4.32 

4.32 

4.32 

－

44.72 

44.72 

44.72 

44.72 

54.024 

2.26 

－

4.32 

4.32 

4.32 

4.32 

4.32 

4.32 

－

一般組合員（一般職）

〃　　（特別職）

市 町 村 長 組 合 員

特 定 消 防 組 合 員

船 員 一 般 組 合 員

市 町 村 長 組 合 員

任 意 継 続 組 合 員

区 分

種 別

短　　　期

掛　金 負担金 介　護
掛　金

介　護
負担金

長 期 保 健

掛 金 負担金 掛 金 負担金

54.0625 
(1.8375) 
43.25 
(1.47) 
43.25 
(1.47) 

54.0625 
(1.8375) 

51.77 

1.96

109.96250 
(1.83750) 

94.7125 
96.925 
75.77 
77.54 
75.77 
77.54 

94.7125 
96.925 
94.7125 
96.925 
75.77 
77.54 

－

一般組合員（一般職）

〃　　（特別職）

市 町 村 長 組 合 員

特 定 消 防 組 合 員

船 員 一 般 組 合 員

市町村長長期組合員

任 意 継 続 組 合 員
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市

11

町

17

村

6

一部事務組合等

30

合 計

64

区 分

種 別

5.4 

4.32 

4.32 

5.4 

5.4 

－

10.8

55.9 

44.72 

44.72 

55.9 

67.53 

2.26 

－

5.4 

4.32 

4.32 

5.4 

5.4 

－

－

137.7125 
139.925 
110.17 
111.94 
110.17 
111.94 

137.7125 
139.925 
137.7125 
139.925 
110.17 
111.94 

－

2.625 

2.1 

2.1 

2.625 

2.625 

2.1 

－

2.625 

2.1 

2.1 

2.625 

2.625 

2.1 

－

短　　　期

負担金 介　護
掛　金

介　護
負担金

長 期 保 健

掛 金 負担金 掛 金

去る3月2日に開催された組合会において、平成21年度事業計画及び予算が議決されました。
以下、その概要についてお知らせします。
○ 地方公共団体の数

○ 財 源 率
（１）給料と掛金・負担金との割合

（２）期末手当等と掛金・負担金との割合

※１（1）（2）の短期の掛金率について
下段の（ ）は、全国市町村職員共済組合連合会の行う財政調整事業（調整交付金）に相当する率です。
２（1）（2）の長期の掛金率・負担金率について
上段の率は４月から８月、下段は９月から３月の率です。
○　組合員数及び被扶養者数（任意継続組合員を含む）
平成22年度末において、組合員数 10,540人、被扶養者10,564人を見込んでいます。
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短短短短　　　　期期期期　　　　経経経経　　　　理理理理

この経理では、組合員及び被扶養者の公務によらない病気やケガ、出産、死亡または災害等に関す

る給付を行っており、この事業における財源は、組合員の掛金と地方公共団体の負担金の収入により

成り立っています。

ここ数年における組合員数の減少、給与の低下に加え、医療費の増大、後期高齢者支援金等の負担

増により、本年度においても大幅な財源率の引上げを余儀なくされており、２１年度に引き続き、全

国市町村職員共済組合連合会の財政調整事業から調整交付金を受けることとなっています。

財源率の引上げに伴い、組合員の皆様には負担増をお願いしなければならない状況となっておりま

すが、短期経理においては、収支の均衡を図るよう財源率を定めることとされておりますので、ご理

解を賜りますようお願いいたします。

当組合におきましても、人間ドック等の健診事業のより一層の充実をはかる所存でございますので、

組合員及びそのご家族の皆様におかれましても、生活習慣の改善への取組み、また、ジェネリック

（後発）医薬品の活用等、医療費抑制にご協力いただきますようお願いいたします。

○ 収 支 状 況

交付金等��
3億8879万円�

調整交付金��
9465万円�

その他��
1033万円�

収    入�
70億6080万円�

その他��
2635万円�

連合会払込金等�
4億万円�

次年度繰越��
支払準備金��
5億435万円�

支    出��
69億2313万円�

前年度繰越��
支払準備金��
4億8468万円�

掛金・負担金等�
60億8235万円�

老人保健拠出金��
退職者給付拠出金�
1億8172万円�

前期高齢者納付金 �
後期高齢者支援金 �
病床転換支援金 �
21億6071万円�

給付金等��
36億5000万円�
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収 入 支 出

長長長長　　　　期期期期　　　　経経経経　　　　理理理理

この経理は、皆様の掛金と各所属所より負担金をお預かりし、全国市町村職員共済組合連合会へ納

付するものです。なお、掛金・負担金の率については、前頁に記載しております。

現在、年金の支給は全国市町村職員共済組合連合会が行っていますが、年金に関する各種届出の

受理や相談は引き続き各県の共済組合で行っていますので、お気軽にご相談ください。

預預預預託託託託金金金金管管管管理理理理経経経経理理理理

この経理は、全国市町村職員共済組合連合会に移管された年金資産の一部を預託され、貸付経理

への貸付、地方債（縁故地方債）、預金で運用しています。

○ 収 支 状 況

（単位：千円）

利 息 及 び 配 当 金

計

100,583

100,583

本 年 度 差 引 損 益 金

支 払 利 息

計

100,583

100,583

0

短短短短　　　　期期期期　　　　経経経経　　　　理理理理

＜参考＞

組合員１人当たり医療費 (円)

平成19年度 平成20年度
平成21年度

(見込)

平成22年度

(見込)

入　　院

入院以外

計

入　　院

入院以外

計

入　　院

入院以外

合　　計

家
　
族

合
　
計

30,513

74,948

105,461

41,588

71,891

113,479

72,101

146,839

218,940

32,674

75,899

108,573

49,181

74,193

123,374

81,855

150,092

231,947

34,193

79,930

114,123

53,862

76,509

130,371

88,055

156,439

244,494

36,280

84,195

120,475

55,493

82,936

138,429

91,773

167,131

258,904

区　　　分
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保保保保　　　　健健健健　　　　経経経経　　　　理理理理

この経理では、組合員とその家族（被扶養者）の方の健康増進をはかり、保健、衛生知識の向上な

どに役立ててもらうための事業を行っており、その事業内容及び予算については下記のとおりです。

日頃の健康管理などにお役立ていただくため、たくさんの組合員の皆様にご活用いただきますよう、

よろしくお願いいたします。

健康・婦人講座について今年も開催いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

○ 事業の種類 （単位：千円）

項 目 事業計画額 概 要

保 健 事 業

人間ドック

成人病検診

婦 人 検 診

妊 婦 検 診

158,013

6,595

394 

2,580

人間ドック補助（組合員・配偶者）

診察・血圧・尿・貧血・脂質・肝機能

腎機能・心電図・血糖・その他

消化器・子宮・乳腺検診補助

妊婦検診補助（組合員・配偶者）

業業業業　　　　務務務務　　　　経経経経　　　　理理理理

収 入 支 出

負 担 金

連 合 会 交 付 金

利 息 及 び 配 当 金

短期経理よりの繰入金

そ の 他

計

106,387

43,256 

840  

19,629

11,236

181,348

事 務 費 等

事 務 費 負 担 金 払 込 金

そ の 他

計

94,153  

47,284  

39,601 

181,038  

本 年 度 差 引 損 益 金 310 

この経理では、主に短期給付及び長期給付の事業を行うための事務費を負担しています。その費用

については、地方公共団体の負担金（組合員１人当り１０，３５０円）、短期経理（組合員１人当り

１，９１０円）からの繰入金、連合会からの交付金 （長期経理（組合員１人当り３，０６０円））

により負担されています。

○ 収 支 状 況 （単位：千円）
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宿宿宿宿　　　　泊泊泊泊　　　　経経経経　　　　理理理理

この経理では、組合員及びその家族の保養施設の運営を行っています。この度、組合員様やご家族
の皆様に快適にご利用いただけるよう、リニューアルいたします。
共済会館１階には、県下３４市町村の観光、物産、イベントを来館のお客様にご案内するスペース

を新設いたしました。一層のご理解とご協力を賜り、宿泊をはじめ、会議、宴会など、皆様のご利用
を心よりお待ちいたしております。

○ 利用計画
（単位：件・円 ）

項 目 事業計画額 概 要

保 健 事 業

特 定 健 診
・

保 健 指 導

保 養 関 係

体 育 関 係

医療・広報関

係

講 座 関 係

予防接種助成

そ の 他

小 計

特定健康診査

特定保健指導

小 計

施設利用助成

小 計

球技大会助成

そ の 他

小 計

保健関係図書

広 報 外

そ の 他

小 計

健 康 講 座

婦 人 講 座

そ の 他

小 計

合 計

6,020 

3,960

177,562 

1,437 

10,450

11,887 

15,930

15,930 

2,080 

1,420 

3,500 

150 

350 

1,000

1,500 

700 

700 

600 

2,000

212,379 

インフルエンザ・日本脳炎

ワクチン代補助

レセプト審査

契約施設の利用助成

ソフトボール・バレーボール大会助成

球技大会諸経費

医療統計資料

共済広報外

退職者説明会資料外

ウォーキング教室

区分

部門

宿　　　　泊

１ 日 当 り

件 数

36

金 額

161,946

年 間

件 数

13,000

金 額

57,815,000

備 考

組合員　　　　　10,500人

その他　　　　　 2,500人

１人当り平均利用金額

4,447円
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収 入

施 設 収 入

保 健 経 理 よ り 繰 入 金

そ の 他

計

141,000 

0  

47,182 

188,182

支 出

事 務 費 等

商 品 仕 入

飲 食 材 料 費

光 熱 水 料

委 託 管 理 費

そ の 他

計

42,139 

2,000 

21,500  

14,400 

28,000 

144,279

252,318

本 年 度 差 引 損 益 金 △ 64,136 

○ 収 支 状 況
（単位：千円 ）

区分

部門

宴　　　会

会　　　議

喫　　　茶

食　　　堂

売　　　店

１ 日 当 り

件　数

0.7 

3.5 

35

40 

金 額

74,800

76,000

10,501

20,798 

7,725

年　　間

件　数

276

1,258

12,495

14,280 

金 額

26,702,000

27,141,000

3,749,000

7,425,000

2,758,000

備 考

（単位：件・円）

貯貯貯貯　　　　金金金金　　　　経経経経　　　　理理理理

この経理では、組合員から預け入れのあった大切な資金を安全かつ効率的に運用し、銀行などの一
般の預貯金利息よりも、有利な利率で組合員に還元することを目的とした事業を行っています。
本年度においても、資産運用には細心の注意を払いながら、信用と格付けの高い債券で安全かつ効

率的な運用に努めてまいりますので、今後とも共済貯金をよろしくお願いします。

○貯金の種類、支払利率及び現況

（単位：千円）

種 類

区 分

貯 金 額

貯 金 者 数（ 人 ）

貯金者１人当りの貯金額

組　合　員　加　入　率（％）

支　　払　　利　　率（ ％ ）

普 通 貯 金

78,175 

580 

135 

5.7 

0.5

31,432,162

2,772

11,339 

27.0 

1.3

12,450,104

4,143 

3,005

40.4 

1.35

定 期 貯 金 積 立 貯 金
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１７　年　度　実　績

１８　年　度　実　績

１９　年　度　実　績

２０　年　度　推　計

２１　年　度　予　算

貸貸貸貸　　　　付付付付　　　　経経経経　　　　理理理理

この経理では、預託金経理からの借入金を原資として、組合員が臨時の支出、住宅の建築、教育費
等で資金が必要になったとき、組合員の生活の安定を図るため、その資金を低金利で貸し付ける事業
を行っています。
平成２２年度は、収入１３２，０１８千円に対し、支出１４０，２８３千円となっており、当期損

失金が８，２６５千円発生することを見込んでいます。ここ数年貸付件数は減少しておりますが、組
合員のみなさまにとって身近な貸付制度でございますので、今後ともよろしくお願いします。

○ 貸付の種類 （単位：件・千円・％）

○ 収 支 状 況

（単位：千円）

収 入 支 出

利 息 及 び 配 当 金 外

計

780,335  

780,335  

事 務 費 等

支 払 利 息

そ の 他

計

75,730

556,894

45,264

677,888

本 年 度 差 引 損 益 金 102,447

○ ５年間の貯金額の推移 （単位：千円）

２2年度予算�２1年度推計�20年度実績�１9年度実績�１8年度実績�

定期貯金�
�

積立貯金�
�

普通貯金�

普 通 貯 金

220,443 

125,423 

125,423 

81,208 

78,175  

28,745,529

29,798,241

29,798,241

30,496,226

31,432,162

10,220,963

10,841,817

10,841,817

11,962,578

12,450,104

定 期 貯 金 積 立 貯 金

種 類
普　　　　　通　　　　　貸　　　　　付

住宅貸付
住　　　　　　宅
在宅介護対応住宅

計

件 数
787

936 

23

959 

金 額
545,881 

3,112,464 

41,540

3,154,004 

割 合
13.72 

78.23

1.04 

79.27
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種 類

災 害 貸 付

特 別 貸 付

災 害
在宅介護対応住宅
小 計
医 療
入 学
修 学
結 婚
葬 祭

小 計

件 数
10 

0 

10 

1

134 

172 

32 

3

342 

1 

2 

2,101

金 額
42,367 

0 

42,367 

1,000 

83,448 

130,727

18,677 

1,458 

235,310 

160

840 

3,978,562  

割 合
1.06 

0.00 

1.06

0.03 

2.10 

3.29

0.47 

0.04

5.93

0.00 

0.02 

100.00 

収 入 支 出

本 年 度 差 引 損 益 金 △ 8,265

組 合 員 貸 付 金 利 息

利 息 及 び 配 当 金

そ の 他

計

113,630 

993

17,395 

132,018 

事 務 費 等

支 払 利 息

そ の 他

計

9,848

100,480

29,955

140,283  

○ 収 支 状 況 （単位：千円）

高　　額　　医　　療　　貸　　付
出　　　　産　　　　貸　　　　付

合 計

物物物物　　　　資資資資　　　　経経経経　　　　理理理理

この経理では、組合員に良い品物を安く提供する当組合独自の流通事業であるほか、自動車購入資
金の貸付等、生活の向上に役立つ事業を目的として行っています。２２年度は、損失金として３，５
０７千円を計上する見込みとなりましたが、今後も利用件数の拡大、物資事業の発展に努めてまいり
ますので、自動車、物品等ご購入の際には是非ともご利用くださいますようお願いいたします。

○ 収 支 状 況

（単位：千円）

収 入 支 出

本 年 度 差 引 損 益 金 △ 3,507

商 品 売 上

受 託 商 品 手 数 料

そ の 他

計

12,610  

9,458  

7,486  

29,554

事 務 費 等

商 品 仕 入

支 払 利 息

そ の 他

計

1,500

11,794

3,632

16,135

33,061

（単位：件・千円・％）
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～特に気をつけていただきたい取消の事例について～

①　月間収入に変動のある場合の取消要件について

パートやアルバイトでの勤務形態により月間の収入が変動する場合には、３ヶ月連続ま

たは４ヶ月のうち３ヶ月が超えたとき、その４ヶ月を平均して１０８，３３３円を超えた

場合、最初の月の初日に遡って扶養の取消を行うこととします。

基準額超過により、いったん取消になっても月額が１０８，３３３円未満となった場合

は再度認定が可能となります。

その場合は、勤務先から月額が１０８，３３３円未満になることの証明（勤務条件証明

等）を発行してもらってください。

ただし、１０８，３３３円未満となった日から３０日を経過して認定の申告書を提出し

た際は、所属所での受付日が認定日となりますのでご注意ください。

②　就職したが、研修期間ということで社会保険に加入できない場合について

（例）被扶養者である子供が、大学を卒業して４月から就職しましたが、就職先の規定で

入社後に給与が１１万円支給されてはいるものの、研修期間とのことで、健保の適用が一

ヶ月無く５月からの加入となる場合、いつからの取消になるのか？

（答）４月に健保の適用にならないということですが、給与収入が認定基準限度額（１０

８，３３３円）を超過しているので、取消日は就職した日からとなります。しかし、給与

収入が認定基準限度額（１０８,３３３円）を下回っている場合でも、就職した日から健保

適用である場合は取消に該当になりますので、ご注意ください。

被被被被扶扶扶扶養養養養者者者者のののの異異異異動動動動にににに関関関関すすすするるるる
手手手手続続続続ききききははははおおおお済済済済みみみみでででですすすすかかかか？？？？

新年度は就職や進学など異動が多い時期です。被扶養者等の各種異動の手続きを忘

れないようにご注意ください。遡って取消になりますと、取消日以降に受診された医

療費は全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
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平成２２年３月で被扶養者が２２歳の年度末を迎える被扶養者の方につきまして、

扶養手当が有から無に変更になる場合、被扶養者申告書の提出により扶養の再認定が必

要となっておりますのでご注意ください。

例）４年制大学を留年した場合や、卒業後も就職せず援助を受けて生活する場合など

被扶養者の再認定について�被扶養者の再認定について�被扶養者の再認定について�

～第３号被保険者の届出について～

第３号被保険者とは、第２号被保険者（共済組合の組合員）の配偶者で、被扶養者として認め

られている２０歳以上６０歳未満の人です。

第３号被保険者には基礎年金が支給されますが、２５年以上の加入が原則条件です。結婚前や

就職時に厚生年金に加入していたとしても、加入の届けを怠ると未加入の状態になり、加入期間

が満たせずに年金の支給を受けられなくなる場合があるので注意してください。

＜届出が必要な場合＞

①組合員の被扶養配偶者（２０歳以上に限る）となったとき
②組合員の２０歳未満の被扶養配偶者が２０歳に達したとき
③組合員の被扶養配偶者の氏名・生年月日・住所等を変更（訂正）するとき

＜届出の書類について＞

＊住所変更の場合は、「国民年金被保険者住所変更届」を「異動報告書」と一緒に提出してください。
＊上記以外は、「国民年金第３号被保険者届」を「被扶養者申告書」と一緒に提出してください。
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退職共済年金の受給権者が、雇用保険法の失業給付(基本手当等)を受給する場合は、失業給付が優
先し、職域年金相当部分を除き、退職共済年金は支給停止されます。
失業給付の見込額が、退職共済年金の額より少ない場合は、不利になることが多いので、求職の申

込みをされるときには十分検討することが必要です。

１．調整の対象となる年金
平成１０年４月１日以降に受給権が発生した６５歳に達するまで支給される「特例による退職共済

年金」が調整の対象となります。平成１０年３月３１日までに受給権が発生した「特例による退職共
済年金」及び、６５歳から支給される「本来支給の退職共済年金」は対象となりません。

2．失業給付との調整
公務員は、雇用保険法の適用を受けていませんが、再任用制度により市町村役場に勤めた場合や、

雇用保険に加入している事業所(民間の会社等)に再就職した場合で、一定期間勤めた後に退職すると、
失業給付を受ける資格を得ることができます。
（1）調整される年金

退職共済年金の受給権者が民間会社等を退職して失業給付を受給すると、退職共済年金は、職
域年金相当部分を除く全額が支給停止となります。

雇用保険給付と年金との調整年金講座

基本手当等�

職域年金相当部分�
厚生年金相当部分�
定額部分�
加給年金�

支給停止�

職域年金相当部分�

厚生年金相当部分�
老齢基礎年金(国民年金)

加給年金�
60歳　　　　　　　　　　  　　　65歳�

調整期間�

失業給付(基本手当等)�
職域年金相当部分�

特例による退職共済年金�
特別支給の老齢厚生年金� のどちらか一方を受給�または�

基本�
手当等�

基本�
手当等�

基本�
手当等�

支給� 支給� 停止� 停止� 停止� 支給�

失業給付�

退職共済年金�

退職共済年金支給停止期間�

1月　　2月　　3月　　4月　　　　                   10月　   11月�

求職の申込み� 基本手当等受給期間満了�

失業給付�

退職共済年金�

（2）調整方法
失業の認定を受けるためにハローワークに求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、そ

の申込みによる失業給付の基本手当等の受給期間(または、所定給付日数)が満了した日の属する
月までの間、退職共済年金は、支給停止されます。
ただし、その期間内に失業給付が１日も支給されない月があった場合は、その月の「特例によ

る退職共済年金」は支給されます。
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（3）事後精算
失業給付(基本手当等)受給期間、または、所定給付日数が満了した時点で、次の計算式により

支給停止解除月数を計算し、解除月数が１ヶ月以上の場合は、それに相当する月数分の支給停止
が解除され、直近の年金停止月から順次前にさかのぼって支給されます。

  

  

　�

失業給付の事後精算の計算式�

支給停止解除月数 ＝ 年金の停止月数�
基本手当等の支給対象となった日数�

  (端数は１月に切り上げ)
30

求職の申込み� 給付日数� 受給終了�

失業手当�

退職共済年金� 支給� 支給�

10日� 28日� 15日� 15日� 15日� 30日� 31日� 23日� 13日� 180日�

1月　　2月　　3月　　4月　　5月　　6月　　7月　　8月　　9月　　10月�

1月　　2月　　3月　　4月　　5月　　6月　　7月　　8月　　9月　　10月�

支給� 支給�精　算�
（支　給）�

●各月に受けた基本手当等を３０日にまとめる�

●年金が支給停止されていた月について精算  (８ヶ月－６ヶ月＝２ヶ月)

失業手当�

退職共済年金�

3．高年齢雇用継続給付との調整
退職共済年金の受給権者が組合員であり、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けている場合、

在職中一部支給停止に加えて、その者の給与月額１００分の６に相当する額の特例による退職共済年
金の支給を停止することとされています。

4．届出について
失業給付を受給したとき・・・「雇用保険法による給付との調整事由該当届書」
失業給付が終了したとき・・・「雇用保険法による給付との調整事由非該当届書」
(それぞれの届には「雇用保険受給資格者証」または「高齢雇用継続給付支給決定通知書」の写しを添付)
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平成22年度高知県市町村職員球技大会が、下記の日程で春野運動公園及び春野体育館で開催いたし
ます。今年度は、ソフトボール・バレーボール大会の本選開催日を変えています。予選は県下７ブロ
ックの会場で開催されますが、多数の組合員の参加はじめ、ケガ等のないように本選に向けて頑張っ
て下さい。また、組合員の参加をはじめご家族の皆様の応援をお待ちしております。

第43回市町村職員ソフトボール大会�
第28回市町村職員バレーボール大会 開催日決定しました!!
第43回市町村職員ソフトボール大会�
第28回市町村職員バレーボール大会 開催日決定しました!!
第43回市町村職員ソフトボール大会�
第28回市町村職員バレーボール大会 開催日決定しました!!

【ソフトボール大会】

開催日：平成22年9月11日（土）

予備日：平成22年10月2日（土）

【バレーボール大会】

開催日：平成22年9月18日（土）

※なお、予選は県下7ブロックで平成22年7月31日までに終了して下さい。

平成22年度も健康増進の一環としまして、健康づくり及び体力づくり等を目的とし、組合員の皆様
にご満足をいただける健康セミナーを開催いたします。
今回は、例年のセミナーに加えまして室内で出来る楽しいウォーキングも予定しておりますので、

ぜひ、たくさんの参加者をお待ちしております。
なお、開催日は8月23日（月）・24日（火）日程につきましては決まり次第、所属所を通じまして

お知らせします。

ß£ß� ß£ß�

平成21年3月31に雇用保険等の一部を改正する法律に伴い、地方公務員共済法の一部改正が行われ
たことにより、育児休業手当金の給付率が改正されました。
平成22年3月31日までに、育児休業手当金を請求された組合員の支給については、育児休業期間中

に給料日額（22/1）×1.25（特別職1.0）を乗じた額の100/30が支給され、休業期間終了後は、当該育
児休業に係る子が1歳に達した日後（省令に該当した場合は1歳6ヵ月）引き続き6ヵ月以上組合員であ
る場合に、給付日額の100/20が支給されます。
平成22年4月1日から育児休業を取得する組合員の支給については、休業中支給分と6月後支給分を

統合され、給付日額100/50を育児休業期間中に支給されることに変更されます。
なお、育児休業手当金の給付率は、100/40から100/50に引き上げて支給しておりましたが、当分の

間算定措置が延長となります。
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助成券のご利用にあたって�助成券のご利用にあたって�
●�

●�

●� ●�

●�

●�

●� ●�

（やまぶき色） （桃色） （藤色）

施設利用助成券が新しくなりました�施設利用助成券が新しくなりました�
組合員及び被扶養者が公務出張によらないで、健康増進のために共済組合の指定する施設を利用し

たとき、共済組合発行の施設利用助成券を使用すれば、利用料金の一部が助成されます。
助成券を利用するときは 組合員証の提示が必要となります

．．．．．．．．．．．．．．．
ので、組合員証を持参の上、助成

券と一緒にフロントに提出してください。

＊宿泊利用助成券 ＊健康増進施設利用助成券 ＊高知共済会館利用助成券（料理）

●最近、助成券の不正使用が大きな問題となっています。組合員や被扶養者の名前を貸して助成券を
使わせたりしないようにして下さい。不正利用が判明したときは返還を求めます。

●組合員本人以外の被扶養者については、共済組合認定被扶養者に限ります。後期高齢者医療制度に
移行となられた方は、扶養からはずれていますのでご利用になれません。ときどき後期高齢者医療
制度に移行なられた方の助成券の利用がみられますので、お確かめの上ご利用下さい。

●組合員が退職して任意継続組合員になられたとしても、退職したことにより利用できなくなります
ので、ご注意下さい。

注 意é有効期限の満了している助成券はご利用になれませんのでご注意ください。

ê休館施設
※下記の施設が外壁補修及び全客室の改修工事を行うため休館となりますので了承ください。
○宿泊施設　『サンペルラ志摩』
工事期間　　平成22年4月1日から平成22年6月10日まで
休館期間　　平成22年4月1日から平成22年4月28日まで
〒517－0204 三重県志摩郡磯部町的矢314 TEL0599－57－2130

ê指定取消施設
※下記の宿泊施設が閉館することになりました。
○宿泊施設　『五輪荘』（平成22年3月31日をもって閉館）
〒018－5604 秋田県大館市軽井沢字五輪岱65 TEL0186－52－2142

◇◆◇ 指定施設の変更のお知らせ ◇◆◇
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高知検診クリニック
脳ドックセンター長 朴　　啓　彰

今回は、最近いろいろと話題になっている若年性認知症と脳ドック

について述べたいと思います。

認知症は、通常は70歳以降に急速に増えてきますが、65歳までの比較

的若い年齢で発症する場合もあります。若年性認知症とは、このような40から50歳代を中心とした若

い認知症を指します。まだ正確な患者数さえわかっていないのが実情ですが、地方自治体レベルでの

調査報告があり、関東地域全体では約1万人（表１参照）、全国では約4万人いると推計されています。

あくまでもこれらは、明らかに若年性認知症と診断がついた患者数の推計であり、実数は10万人に及

ぶと指摘する専門家もいます。ちなみに、東京都立老人医療センターの認知症外来では、うち10パー

セントが若年性認知症患者です。まさか40代、50代の若さで認知症になるとは、想像もしていない人

がほとんどだと思いますが、決して稀な病気ではありません。

若年性認知症には、一般の高齢発症の認知症とは異なる問題や課題が存在しています。その１つは、

年齢が若いので、家族も仕事仲間、医療関係者さえも、まさか認知症が始まっているとは考えられず、

早期受診、早期治療に結びつかない方が多いという点です。うつ病と誤診されたり、職場では怠けて

いると誤解されたりすることも多いようです。何年もかかってやっと専門医を受診され、正確な診断

にたどり着いたケースが少なくないようです。実際、若年性認知症の原因は、アルツハイマー病・脳

血管障害・レビー小体型認知症・ピック病などの認知症（表２）だけではなく、ホルモン・代謝異常

や頭部外傷や脳炎などの感染症と非常に多彩で、診断が難しいものもあります。しかしながら、治療

効果や患者・家族のその後の生活を考えますと、出来るだけ早期に専門機関や専門医を受診すること

が大切であることは、言うまでもありません。

ところで、推計4万人の若年性認知症患者は、全国平均では約3000人に１人の割合です。私どもの

脳ドック受診者は年間3000人以上ですから、若年性認知症患者を見いだせる可能性があります。一度

の脳ドック検診ではわからなくても、定期的に継続して受診すれば早期発見につながる可能性があり

ます。来るべき超高齢化社会を寝たきりにならずに生き生きと過ごすためには、早い時期からの「脳
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の健康管理」が必要条件であることは言うに及びません。そして、この「脳の健康管理」を実施する

ためには、若年性認知症の専門診断につながる脳力（脳の情報処理能力や認知機能）の評価が欠かせ

ないと考えられます。高知検診クリニックでは、平成22年度よりMRI検査に加えて、認知症診断の為

に専門病院で使用されている問診テスト（MMSE）を脳ドック検診の標準項目として行っております。

最近物忘れや集中力がなくなったなど気になることがありましたら、気軽に脳ドック検診を受けて脳

力評価することをぜひともお薦め致します。

表１　平成２１年１１月６日　朝日新聞より抜粋
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電話番号

ド
　
ッ
　
ク

成
　
人
　
病

健診機関名 健診機関名

ド
　
ッ
　
ク

成
　
人
　
病

電話番号

088－883－9711

088－826－5511

088－893－1551

088－852－2151

0880－34－2126

0880－34－5100

0889－43－2121

088－863－8510

表２

認知症の多くはアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症、その2つの混合型で占められており、

その他にはレビー小体型認知症や前頭側頭型認知症（ピック病）などがあります。
●　アルツハイマー型認知症

何らかの原因によって脳細胞が変化・消失することによって脳が萎縮し、人格変化や知的行動が
低下。初期から海馬と頭頂・後頭葉が萎縮する。

●　脳血管性認知症

脳卒中後の発症が多い。“まだらボケ”だが、人格変化はそれほど見られない。歩行障害やパー
キンソニズム，尿便失禁や感情失禁。生活習慣病と高い関連性がある。

●　レビー小体型認知症

レビー小体が大脳皮質に増加することで神経細胞が壊れていく認知症で、パーキンソン病と関連
性が高い。物忘れ・妄想のほかリアルな幻視が特徴である。

●　前頭側頭型認知症（ピック病）

前頭葉から側頭葉にかけて脳が萎縮。記憶障害は軽度であるが、反社会的行為や常同行動が特徴
である。

当組合の疾病予防対策事業で行われている短期人間ドック及び成人病精密検査を指定している機関

は、下記の表に掲載している通りです。

短期人間ドック及び成人病精密検査の指定機関お知らせ

高知検診クリニック

い ず み の 病 院

仁 淀 病 院

土 佐 市 民 病 院

四 万 十 市 民 病 院

中 村 ク リ ニ ッ ク

須崎くろしお病院

JA高知健診センター

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

×

×

高知県総合保健協会
中央健診センター

高知県総合保健協会
幡多健診センター

厚生年金高知
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

大井田病院

勤労クリニック

○

○

○

×

×

○

○

×

○

○

088－831－4800

0880－66－2800

088－843－8220

0880－63－2101

088－845－8711
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～ 普通貯金・積立貯金の決算について ～
共済普通貯金および積立貯金は年２回（上半期９月末日・下半期３月末日）決算を行い、その半期

ごとの利息を計算し元本に組み入れしています。また、その際にあわせて「貯金現在残高通知書」を
作成し、共済事務担当係を通じて、ご加入のみなさま全員に配布しています。
平成21年度下半期についても決算を行いましたので、４月中には「貯金現在残高通知書」がお手

元に届く予定となっています。この通知書は、その半期の入出金明細も兼ねていますので、内容をご
確認の上、大切に保管いただきますようお願いいたします。

①　現在残高
平成２２年３月３１日の残高です。

②　期初残高
平成２１年９月３０日の残高（平成２１年度下半期の期初残高）です。

③　差引積立額
平成２１年度下半期の入出金をすべて差し引きした額となります。その内訳については⑥欄をご参

照ください。
④　税込利息額
平成２１年度下半期の利息となります。利率については⑦欄をご参照ください。

⑤　所得税額
④欄の利息額に対して課税される所得税額（国税１５％・地方税５％）です。

⑥　お積立等明細
平成２１年度下半期の入出金明細となります。③欄差引積立額の内訳となっています。

⑦　利率
現在の利率です。普通貯金は０．５％、積立貯金は１．３５％となっています。

※未加入の方は是非この機会に共済積立貯金のご加入をご検討ください。
積立貯金の詳しい情報は次ページをご参照ください。

　� 　� 　�

　�　� 　�　� 　�

    

　�　�　　�　�

　� 　�
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〈 キ　リ　ト　リ　セ　ン　〉

　� 　�　�　�　�　�　�　�　�

　　�

　�

　�　　�　　�　　�

       

　�　�

☆ 利率は半年複利の１.３５％。定期貯金の１.３％より有利です。※注（１）

☆ 積立方法は次の３種類。

① 定時積立…毎月の給料から天引きされる積立です。

② ボーナス積立…ボーナス（６月・12月）から天引きされる積立です。

※ ①と②は併用でもご利用いただけます。

③ 臨時積立…いつでも追加で預け入れできる便利な積立です。

☆ 払戻しは月２回※注（２）。手続きは所属所を通じて払戻請求書を提出していただくだけ。

送金日に共済組合に登録されている個人口座に直接送金されますので簡単・安心です。

※ 平成２２年の払戻請求書の締切日と送金日は共済広報「黒潮」2010年1月号に掲載しています。※注（３）

※注（１）利率は平成２２年４月現在のものです。

（２）同月内での払戻しはどちらか１回のみとなります。

（３）締切日は当日必着完備（FAX不可）の取扱となります。不備による再提出が締切日を過

ぎますと次回分に繰り下げとなりますので、お急ぎの場合などは早めの提出をお願いしま

す。

この機会に　　　　　　　　　　　　　　 で有利な積立貯金をご利用ください。

※ご希望の方は下段の申込書に必要事項をご記入の上、共済事務担当者までご提出ください。
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取扱物資名

電 気 製 品

貴 金 属

〃

〃
貴 金 属
時計・めがね

〃

貴 金 属
宝石・時計
貴 金 属
時 計
〃

宝石・時計

メ ガ ネ

〃

〃
寝 具
装 飾
旅 行

呉 服

靴

そ の 他

〃

〃

有限会社　丸栄ストアー

有限会社ジュエリーさかい

ジュエリーモリタ

宝石の田内

弘田時計店

有限会社　愛宕時計店

有限会社　植田十字堂

時計オジマ

メガネ　宝石　時計
大塚天神橋店

ビュープラス高知

有限会社　クロイワメガネ

高知ニッケカスタム

紳士服はるやま

東洋羽毛中四国販売株式会社

社団法人
高知県勤労者旅行会

元治絹織物

有限会社ミリオン

株式会社　日本セレモニー

株式会社　日本トリム

有限会社　ティーカンパニー

共 済 組 合 指 定 店 一 覧 表

名　　　称 代表者

吉岡　　求

境　　泰雄

森田　哲夫

田内　　章

弘田　種男

木谷　順子

植田　詩郎

小島　哲夫

大塚　栄松

吉村　彰介

黒岩　淳治

竹内　敏春

治山　正次

柳場　　弘

竹崎　清彦

猪野　和重

岡田　一晃

市村伊佐雄

森澤　紳勝

豊永　俊雄

〒

７８０－
００５１

７８０－
０８１４

７８２－
０００1

７８０－
００５２

７８０－
００４５

７８０－
００５１

７８０－
０９２７

７８４－
０００1

７８０－
００２７

７８０－
００８２

７８０－
０８７０

７８１－
００１５

７８１－
８１２３

７９１－
１１１４

７８０－
０８７０

７８０－
０９６５

７８０－
０8２２

７８０－
８０３６

７８３－
００６０

７８０－
０９８１

住　　　　所

高知市愛宕町１－６－５

高知市稲荷町４－１４

香美市土佐山田町杉田６０１－２

高知市大川筋１－３－３４

高知市幸町６－３

高知市愛宕町１－４－１１

高知市山ノ端町６４－２

安芸市矢の丸２－１０－１

四万十市中村天神橋３９

高知市南川添８番１０号

高知市本町５－４－１

高知市薊野西町３－２３－４

高知市高須１－１６－２８

愛媛県松山市井門町２１－１

高知市本町４－１－３２

高知市福井１４６３－６

高知市はりまや町１－２－１

高知市東城山町１０４－３

南国市蛍が丘１－５－２

高知市一ツ橋町１－１８０

ＴＥＬ

（０８８）
８７５－２５４１
（０８８）
８８３－１４８７
（０８８７）
５２－３０３３
（０８８）
８２３－１１１７
（０８８）
８７２－３２９１
（０８８）
８７３－１５２３
（０８８）
８７２－４９３８
（０８８７）
３５－４６９２
（０８８０）
３４－３１８０
（０８８）
８６１－２７００
（０８８）
８７２－３３０５
（０８８）
８４６－２７８８
（０８８）
８８４－４１２９
（０８９）
９５８－２３３１
（０８８）
８２４－３１００
（０８８）
８２５－１８５１
（０８８）
８２３－５５９２
（０８８）
８３２－４６４６
（０８８）
８０４－８５５０
（０８８）
８７２－９２７７

あなたも共済組合指定店でお買い物を！

指定店の変動があり、平成２２年４月１日より次の指定店が脱退となりました。
＊脱退指定店

取扱物資名

貴金属

メガネ

靴・バッグ

COCCO（宝石堂）

㈱　アイアイ

シューズ＆バッグ みぞぶち

名　　　称 代表者

川村　政道

高橋　　敬

溝渕　正章

〒

７８０－
０８４１

７８０－
８０６１

７８０－
０８６２

住　　　　所

高知市帯屋町１丁目７－１５

高知市朝倉甲４８８－１１

高知市鷹匠町１－１－１

ＴＥＬ

（０８８）
８２４－３３８８
（０８８）
８５０－７７７５
（０８８）
８５０－７７７５

平成22年4月1日（現在20店）
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☆平成21年6月1日以降の立替分より連帯保証人が必要です。（連帯保証人は組合員期間1年以上の方）�

＊利率は変動利率で�
　平成22年1月現在�
　のものです。�

（現在自動車購買立替制度をご利用�
　いただいている方は対象外となり�
　ます）�
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